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は令和８年度実施
１　消防職員教育

２　消防団員教育

３　その他教育

石油コンビナート等の自衛消防隊員に対して行う教育訓練

女性消防団員研修

実火災体験型研修

救 助 科

教育訓練の種類

その他教育

指揮幹部科（現場指揮課程）

指揮幹部科（分団指揮課程）

自 衛 消 防 研 修

特別教育

専科教育

火 災 調 査 科

救 急 科

新規採用職員の基礎的教育訓練

消防隊等の指揮者として必要な教育訓練

特殊災害等に対処する指揮者の教育訓練

⑷ 特別教育

消 防 団 長 研 修 会

現 地 指 導

特別入校・特別指導

⑶

初 級 幹 部 科

幹部教育

⑴ 基礎教育 基 礎 教 育

警 防 科
⑵ 専科教育

機 関 科

⑷

初 級 幹 部 科

中 級 幹 部 科

上 級 幹 部 科

幹部教育⑶

操 法 審 査 員 研 修

⑵

初 任 教 育初任教育⑴

警 防 科

特 殊 災 害 科

予 防 査 察 科

危 険 物 科

予防行政担当者として必要な教育訓練

危険物行政担当者として必要な教育訓練

火災調査担当者として必要な教育訓練

救急隊員として必要な教育訓練

救助隊員として必要な教育訓練

初級幹部として必要な教育訓練

中級幹部として必要な教育訓練

上級幹部として必要な教育訓練

消防操法大会の指導者養成の教育訓練

火災現場の各級指揮者として必要な教育訓練

新任団員等に対して行う基礎的教育訓練

消防の隊員として必要な教育訓練

機関員として必要な教育訓練

初級幹部として必要な教育訓練

現場指揮者として必要な教育訓練

分団の指揮者として必要な教育訓練

新入女性消防団員に対して行う教育訓練

消防非常備地域に対して行う教育訓練

消防団長・副団長に対して行う教育訓練

特別な目的のために行う教育訓練
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１ 教育の基本方針 

消防職員及び消防団員等に対して、消防の任務を正しく認識させるとともに、人格の向上、

学術技能の習得、体力・気力の錬成、規律の保持、さらに協同精神の涵養を図り、もって公正

明朗かつ能率的に職務を遂行し、地域住民の信頼と期待に応える消防人を育成する。 

 

２ 令和８年度の重点実施項目 

 

  消防職員教育 

 (1)  初任教育の継続実施 

   消防学校教育の中で最も重要な教育であり、新規採用の消防職員を対象に消防業務全般に

関する基礎的知識・技術を習得させ、併せて体力・気力・団体活動能力を身につけさせ、卒

業後直ちに警防隊員として活動できることを目標に実施する。 

   また、昨年度に引き続き令和８年度も大量の新規採用者が見込まれることや昨今の消防・

防災業務の増加に伴い、入校生を派遣する消防本部の勤務体制に支障が生ずる恐れがあるこ

とから、その負担軽減を図るため、前期・後期に分けて２回実施する。 

 

 (2) 警防科の実施 

   各種災害や大規模災害が続発する昨今において、緊急消防援助隊等による広域的な災害活

動や指揮隊の運用、各種災害に対応できる適切な判断能力及び効果的な警防戦術等の指揮能

力を高め、警防体制の充実強化を図る必要があることから、４年ぶりに実施する。 

 

 (3) 予防査察科の継続実施 

     防火対象物、危険物施設に対する予防・保安規則のほか、住宅防火対策の推進、個室ビデ

オ店や社会福祉施設など小規模な防火対象物に対する防火安全対策の徹底など予防行政全般

の充実を図る必要があることから、引き続き実施する。 

 

 (4) 救急科の継続実施 

      増加する救急需要に対応するため、救急隊員を養成し、さらなる救急業務の高度化と救命

効果の向上を図る必要があることから、引き続き実施する。 

 

 (5) 中級幹部科の実施 

   中級幹部として必要な見識と指揮監督能力及び技能を習得させるとともに、中級幹部とし

てふさわしい人格を養成する必要があることから、５年ぶりに実施する。 

 

 (6)  特別教育の実施 

    ① 操法審査員研修 

    県消防操法大会の実施年であるため、市町村大会、支部大会及び県大会の厳正かつ公平

な審査員を養成するために実施する。 

 

  ② 実火災体験型研修 

       実火災体験型訓練施設を使用して、火災の性状と変化、濃煙と熱気、注水による熱環境

の変化を体験させ、火災防ぎょ等の知識及び技術の向上を図る必要があることから、引き

続き実施する。 
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  消防団員教育 

 (1) 消防団員の入校機会の拡充 

   消防団員は生業を持ち、またサラリーマンの比率も増加しており、消防学校への入校も

困難なことが多いことから、できるだけ入校しやすい環境を整えるため、同じ教育の複数

回実施、教育期間の短縮、宿泊教育については土日教育を行うことにより入校を促進する。 

 

 (2) 初級幹部科・指揮幹部科の継続実施 

   火災等の災害だけでなく、大規模災害への対応ができる実践的な指揮能力を高めるため、

各級の指揮者の部隊統率に必要な知識・技術の習得を図り、消防団全体の災害対応能力の強

化を図る必要があることから、初級幹部科と指揮幹部科を実施し、特に指揮幹部科は、現場

指揮課程及び分団指揮課程に分けて実施する。 

 

 (3) 消防非常備地域の消防団の育成強化 

   消防の非常備地域である鹿児島郡三島村、十島村の消防団は、地理的環境や交通機関の事

情により消防学校への入校が容易でないため、学校職員が現地へ赴き必要な教育訓練を実施

し、消防団の育成強化を図る。 

 

３ 令和８年度に実施する教育 

 (1) 消防職員教育  

  ① 初任教育（第90期・第91期） 

 

     

。 

 

 

 

    ② 警防科（第７期） 

 

 

 

 

 

  ③ 予防査察科（第18期） 

 

 

 

 

 

  ④ 救急科（第33期） 

 

 

 

 

第90期：令和８年４月６日(月) ～ ９月18日(金) 166日間 800時間 

第91期：令和８年10月１日(木) ～ 令和９年３月19日(金) 170日間 800時間 

新規採用の消防職員を対象として、消防業務全般に関する基礎的知識・技術を習得さ

せ、併せて体力、気力、団体活動能力を身につけさせ、卒業後直ちに警防隊員として消

防活動ができることを目標において実施する。 

第７期：令和８年10月14日(水) ～10月28日(水) 15日間 70時間 

分隊長、小隊長等の各級指揮者を対象として、各種災害の様態に応じた安全管理や

適切かつ効果的な消防戦術が、指揮できる能力を習得させることを目標において実施

する。 

第18期：令和８年12月２日(水) ～12月16日(水) 15日間 70時間 

予防担当者及び危険物担当者を対象として、予防・保安業務に必要な専門的知識を

習得させ、防火対象物、危険物施設の規制事務が円滑に行えることを目標において実

施する。 

第33期：令和９年１月12日(火) ～ ３月５日(金) 53日間 252時間 

救急隊員の予定者を対象として、医学的知識や医療器具の取扱いを習得し、確実に

応急処置等を実施できる救急隊員を養成することを目標において実施する。 
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  ⑤ 中級幹部科（第15期） 

 

 

 

 

 

  ⑥ 操法審査員研修（第24期） 

 

 

 

 

 

  ⑦ 実火災体験型研修（第３期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 消防団員教育 

  ① 基礎教育（第58回） 

 

 

 

 

 

 

 

    ② 機関科（第55回） 

 

 

 

 

 

 

    ③ 初級幹部科（第23回） 

 

 

 

第15期：令和８年６月10日(水) ～ ６月19日(金) 10日間 49時間 

消防司令及び組織の総務・人事・教養等の管理業務を担当する消防司令補の階級に 

ある者を対象として、中級幹部としての責任を認識し、部下を指導できる職員を養成 

することを目標において実施する。 

第24期：令和８年４月24日(金) １日間 ６時間 

消防ポンプ操法の指導者又はその予定者である消防士長以上の階級にある者を対象

として、消防操法を指導し、消防操法大会の公平な審査ができる職員を養成するため

に実施する。 

第１次：令和８年11月４日(水) １日間 ７時間 

第２次：令和８年11月10日(火) １日間 ７時間 

第３次：令和８年11月13日(金) １日間 ７時間 

第４次：令和８年11月17日(火) １日間 ７時間 

第５次：令和８年11月20日(金) １日間 ７時間 

第６次：令和８年11月25日(水) １日間 ７時間 

火災現場における各級指揮者、又はその予定者を対象として、火災性状、注水効果

及び個人装備に関する理解を深め、災害現場での受傷事故等を未然に回避できる能力

を養うことを目標において実施する。 

第１次：令和８年５月９日(土) ～ 10日(日) ２日間 12時間 

第２次：令和８年６月６日(土) ～ ７日(日) ２日間 12時間 

第３次：令和８年７月４日(土) ～ ５日(日) ２日間 12時間 

新入団員及びこれに準ずる団員を対象として、地域防災の担い手としての任務と団

組織を理解し、災害現場において自らの安全を確保しながら、下命に基づく消防活動

ができる団員を養成することを目標において実施する。 

第1次：令和８年５月23日(土) ～ 24日(日) ２日間 12時間 

第2次：令和８年６月27日(土) ～ 28日(日) ２日間 12時間 

機関員又はその予定者を対象として、機関員として道路交通法等関係法令の知識、

ポンプ工学の専門知識及び運用技術を理解し、小型ポンプ及び消防自動車を的確に運

用できる機関員を養成することを目標において実施する。 

令和８年９月26日(土) ～ 27日(日) ２日間 12時間 

班長の階級にある者を対象として、消防団の初級幹部としての職責を自覚し、団運

営に必要な規律、災害活動要領、安全管理の重要性について理解し、災害現場におい

て、的確に指揮統率できる幹部を養成することを目標において実施する。 

-4-



 

 

  ④ 指揮幹部科 現場指揮課程（第13回） 

 

 

 

 

 

   ⑤ 指揮幹部科 分団指揮課程（第13回） 

 

 

 

 

 

    ⑥ 女性消防団員研修（第７回） 

 

 

 

 

  ⑦ 現地指導 

 

 

 

 

    ⑧ 特別入校・特別指導 

 

 

 

 

    ⑨ 消防団長研修会 

 

 

 

 

 (3) その他の教育 

    自衛消防研修 

 

 

 

 

 

４ 行事等 

 (1) 学友会役員会（５～６月実施予定） 

 (2) 第37回鹿児島県消防操法大会 令和８年８月28日（金） 

令和８年11月７日(土) ～ ８日(日) ２日間 14時間 

部長の階級にある者を対象として、火災やその他災害、又は大規模災害時に、指

揮者としての職責を自覚し、防ぎょ、救助救命、避難誘導など現場指揮のできる幹

部を養成することを目標において実施する。 

令和８年11月28日(土) ～ 29日(日) ２日間 10時間 

分団長、副分団長の階級にある者を対象として、分団の長としての職責を自覚し、

消防団の管理運営、住民への防災指導のほか、火災やその他災害、又は大規模災害時

に、分団全体を指揮統率できる幹部を養成することを目標において実施する。 

令和８年４月17日(金) １日間 ５時間 

新入女性消防団員及びこれに準ずる団員を対象として、消防活動に必要な基礎的な

知識・技術を習得させることを目標において実施する。 

期日未定（村との協議により日時を決定) １日 ４時間 

鹿児島郡三島村及び十島村の消防団員に対し、消防活動に必要な知識・技術を習得

させることを目標において消防学校教官が現地へ赴き実施する。 

適宜（学校教育に支障のない時期に限る｡） 

市町村等の要請により学校教育に支障のない場合に限り、消防職員及び消防団員、

その他事業所等の関係者を対象として必要な教育訓練を実施する。 

期日未定（消防協会との協議により日時を決定） １日 ４時間 

（一財）鹿児島県消防協会との共催により、消防団長を対象に消防団のトップとし

て必要な研修を実施する。 

適宜（学校教育に支障のない時期に限る｡） 

石油コンビナート等の自衛消防組織からの要請により、自衛消防隊員等を対象とし

て必要な教育訓練を実施する。 
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R8年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

第９０期 初任教育　(4/6 ～9/18 延166日　実114日  793時間＋7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第９０期 初任教育　(4/6 ～9/18 延166日　実114日  793時間＋7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

第９０期 初任教育　(4/6 ～9/18 延166日　実114日  793時間＋7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第９０期 初任教育　(4/6 ～9/18 延166日　実114日  793時間＋7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

第９０期 初任教育　(4/6 ～9/18 延166日　実114日  793時間＋7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

第９１期 初任教育　(10/1 ～3/19 延170日　実112日  779時間＋21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

第９１期 初任教育　(10/1 ～3/19 延170日　実112日  779時間＋21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

第９１期 初任教育　(10/1 ～3/19 延170日　実112日  779時間＋21)

R9年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第９１期 初任教育　(10/1 ～3/19 延170日　実112日  779時間＋21)

　第３３期 救急科（1/12～3/5　延53日　実37日 252時間）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第９１期 初任教育　(10/1 ～3/19 延170日　実112日  779時間＋21)

　第３３期 救急科（1/12～3/5　延53日　実37日 252時間）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

第９１期 初任教育　(10/1 ～3/19 延170日　実112日  779時間＋21)

救急実習

第１８期予防査察科
（12/2～12/16 延15日 実11日 70時間）

第３期実火災（１次） 第３期実火災
（２次）

第３期実火災（３次）第13回消防団指揮
幹部科現場指揮課程

実務（所属）研修

３
月

第３３期 救急科
(1/12～3/5 　延53日　実37日　252時間）

１２
月

１１
月

１
月 年始休暇

２
月

６　　教育訓練計画日程表

９
月

１０
月

７
月

第９０期 初任教育　(4/6 ～9/18 延166日　実114日  793時間＋7)

実務（所属）研修

４
月

５
月

第55回消防団
機関科(2次)

８
月

６
月

第7回
女性消防団員研修

第24期
操法審査員研修

　第58回消防団
　基礎教育(1次)

第１５期　中級幹部科
　(6/10 ～6/19 延10日　実8日  49時間)

年末休暇

　第55回消防団
　機関科(1次)

第58回消防団
基礎教育(2次)

第2３回消防団
初級幹部科

県操法大会

第７期　警防科
（10/14～10/28 延15日 実11日 70時間）

第３期実火災（４次）

第58消防団
基礎教育(3次)

第３期実火災（６次） 第1３回消防団指揮
幹部科分団指揮課程

第３期実火災（５次）
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７　入校経費一覧 （単位：円）

朝食 昼食 夕食

166 52 114 109 109 86 170,980 35,800 327,780

170 58 112 106 106 80 163,840 43,800 328,640

8 14,780 45,080

(10) (15,760) (46,060)

8 14,780 51,380

(10) (15,760) (52,360)

25 25 47,700 112,900

(36) (26) (54,430) (8,440) (128,070)

<34> <25> <52,110> <117,310>

6 10,810 34,910

(7) (11,300) (35,400)

操法審査員研修
(第24期)

1 1 0 1 0 550 0 3,900 4,450

実火災体験型訓練
（第３期）

1 1 0 1 0 550 0 13,100 13,650

2 2 1 2 1 2,260 3,400 4,100 9,760

専
科

機　関　科
（第55回）

2 2 1 2 1 2,260 3,400 4,540 10,200

初級幹部科
（第23回）

2 2 1 2 1 2,260 3,400 3,960 9,620

現場指揮課程
（第13回）

2 2 1 2 1 2,260 4,300 3,150 9,710

分団指揮課程
（第13回）

2 2 1 2 1 2,260 4,300 3,150 9,710

特
別

女性消防団員研修
（第７回）

1 1 0 1 0 550 3,470 4,020

・
・

　１　食費単価
・

①入校日･･････････････ 670 円(夕食のみ)
②休日前日，修了日････ 1,040 円(朝・昼食)
③休・祝日の翌朝食････

①入校日･･････････････ 1,220 円(昼・夕食)
②修了日･･････････････ 1,040 円(朝・昼食)

・

・

・
　

　

合　計

消
　
　
防
　
　
職
　
　
員

96,000 25,000

専
　
　
科

警　防　科
（第７期）

教　育　名 延日数 休祝日 実日数
内訳（単位：食）

食費

8 4,700

寮共益費 教材費
校　外
研修費

2 8

25,600

8 6,000 30,600

15 4 11 10

10 7

15 4 11 10

「警防科」、「予防査察科」、「中級幹部科」の欄は、上段は本土、下段（ ）書きは離島の金額です。
「救急科」の欄は、上段は本土、中段（ ）書きは熊毛地区消防組合を除く離島の消防本部、下段〈 〉書きは、熊
毛地区消防組合の金額です。

救　急　科
（第33期）

53 16 37 34 15,000 50,200

6 4,700 19,400

基 礎 教 育
（第58回）

予防査察科
（第18期）

消
　
防
　
団
　
員

幹
　
　
部

幹
部

中級幹部科
(第15期)

初 任 教 育
（第90期）

初 任 教 育
（第91期）

特
 
別

「救急科」の校外研修費は、熊毛地区消防組合を除く離島の消防本部について救急実習に係る交通費相当分を徴収
します。

　専科教育及び幹部教育は、原則として月曜日（休・祝日の場合は翌日）に帰校するこ
ととし、本土の消防本部については、朝食を提供しないため食費は徴収しません。
　なお、離島の消防本部については朝食を提供します。

　　イ　消防団員

　３「初任教育」実務（所属）研修期間中の食費
　所属で実施する実務研修期間中は、食事を提供しないため食費は徴収しません。

　４「救急科」救急実習期間中の食費

救急実習を所属で実施する本土及び熊毛地区消防組合については、実習期間中は食事を提供しないため食費は徴
収しません。

■食費について

１日あたり1,710円（内訳：朝食490円，昼食550円，夕食670円)

　２　入校日、休日前日及び修了日（卒業日）の食費

救急実習を本土の医療機関で実施する熊毛地区消防組合を除く離島の消防本部については、実習期間中も食事を
提供（朝食２回、夕食１回）します。

■校外研修費について

　　ア　消防職員
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